


市民から直接選挙で選ばれた議員で構成され、市民の意思を代表する議決機関である市議会の役割と

責務は、地方分権の進展に伴い、ますます大きく重いものとなっています。

そのために市議会は、二元代表制のもと市長その他の執行機関との緊張ある関係を保ちながら、広く

市民との意見交換の場を拡充するなど市民にひらかれた議会活動を強め、また、議員同士の議論を活発

にして政策形成及び行政のチェックという二つの機能を充実しなければなりません。

三方が海に面し、北東アジアに向かって開かれた豊かな自然環境とこの地域の特性をいかして、市民

誰もが「境港市民で良かった」と思える、豊かで潤いのある境港市を創りたい。これが境港市議会議員

の共通の思いです。

境港市議会は、この実現のために全力を挙げることを決意し、議会活動及び議員活動の最高規範とし

て、この条例を制定します。

～ 境港市議会基本条例（平成26年4月1日施行） 前文 ～










